
令和２年７月豪雨

被災者支援情報

■被災者生活再建支援事業

被災住宅の補修等に係る支援

■被災者生活再建臨時支援事業
平成30年7月豪雨災害に続き再度被災した場合、生活
再建に必要な家電や家具等の購入または修理費を支援

県防災危機管理課 TEL：0852－22－6486
江津市社会福祉課 TEL：0855－52－7938

■大雨災害対策特別資金
被害を受けた中小企業者等が復旧に必要な資金を借
り入れた場合に、当初３年間の融資利率と保証料率
が０％となるよう利子補給を実施。

■県単設備貸与事業
被害を受けた中小企業者が、しまね産業振興財団の
設備貸与を受けた場合に、当初３年間の割賦損料率
が０％となるための割賦損料補給を実施。

■被災地域における事業継続緊急支援事業
被災地域におけるサービスの提供、雇用の維持を図る
ため、被害を受けた事業者の事業継続に要する経費を
支援。再度被災した場合、助成上限額を引き上げ。

■大雨農業被害対策特別資金
被害を受けた農業者が復旧に必要な資金を借り入れた
場合に、当初３年間は融資利率と保証料が０％となる
よう、利子補給を実施。

■農業復旧対策事業
被害を受けた農業用の施設や機械などの復旧を支援を
するため、復旧に要する経費を支援

最大支援額 全壊 半壊 一部破損

被災者生活再建支援事業 300万円 100万円 40万円

被災者生活再建臨時支援事業 60万円 20万円 8万円

※単身世帯の支援額は上記の額に3/4を乗じて得た額となります。

■県営住宅の提供（１年間家賃無料）

県建築住宅課 TEL:0852－22－5569

住まいに関すること

農林水産業に関すること

融 資 枠 5,000万円

資 金 使 途 施設等資金、運転資金

融資限度額 個人1,500万円／法人等3,000万円

※平成30年7月豪雨農業被害対策資金の融資を受けた農業者
については、保証料を全期間０％とする対応。

対象経費 農業用施設の撤去費、農業機械の復旧費等

助成対象 認定農業者、農業法人、集落営農組織等

負担割合 県1/3・市町村1/3・農業者等1/3

商工業に関すること

※被災事業者で、平成30年7月豪雨災害対策特別資金の
融資を受けた業者については、保証料を全期間０％

（不要）とし、同特別資金に限り借換にも対応。

融 資 枠 30億円 融資限度額 1億2,000万円

資金使途
運転資金・設備資金・借換資金(※)
※平成30年豪雨災害対策特別資金に限る

貸 与 枠 １億円

貸与限度額 100万円～5,000万円

返 済 期 間 原則10年以内（公害設備15年以内）

対 象 業 種
地域に欠かせない生活機能やサービス
の提供、雇用の維持に不可欠なものと
して市町村が必要と判断する業種

対 象 経 費 施設設備改修費、備品購入費等

県助成上限額 200万円（再度被災の場合300万円）

負 担 割 合 県1/3・市町村1/3・事業者1/3

島根県議会議員 坪内涼二 令和２年７月豪雨災害 被災者支援情報

７月13日からの大雨による被害で、被災されま
した皆様に心からお見舞い申し上げます。私も被災
状況の確認をはじめ、丸山達也知事や国会議員の被
災地視察に同行し、迅速な災害復旧と治水対策を要
請しました。
この度、県の支援策がまとまりましたので、被災

された皆様にお知らせ致します。まだまだ不十分な
点もあろうかと思いますが、皆様の声を国や県に
しっかりと届け、支援や対策が充実していくよう全
力で取り組んで参ります。

島根県議会議員 坪内 涼二

■被害相談窓口
農業の被害・・・県西部農林振興センター 0855-29-5621
林業の被害・・・ 〃 0855-29-5603
農業生産施設の復旧・・ 〃 0855-29-5594
水産業の被害・・・・・県浜田水産事務所 0855-29-5632
林産施設等の復旧支援・・・・・県林業課 0852-22-5104
漁業設備等の復旧支援・・・・・県水産課 0852-22-6293



■災害援護資金等利子補給事業

各種貸付制度において、被害を受けた世帯等を対象と
して貸付利率が０％となるよう利子補給を実施

<対象貸付制度> ・災害援護資金
・生活福祉資金
・母子父子寡婦福祉資金

生活 に 関 す る こ と

■各種減免・徴収猶予

<医療費一部負担金> <保険料>
・国民健康保険 ・国民健康保険料
・後期高齢者医療制度 ・後期高齢者医療保険料
・介護サービス等の利用負担 ・介護保険料
・障害福祉サービス等の費用負担
・児童福祉施設への入所等にかかる費用

島根県議会議員 坪内涼二事務所
〒695-0011 島根県江津市江津町1520-61

TEL：0855-52-7511／FAX：0855-52-7510

ホームページ ＬＩＮＥ facebook

島根県議会議員 坪内涼二 令和２年７月豪雨災害 被災者支援情報

■県税の猶予・減免
県西部県民センター TEL：0855-29-5523

■外国人住民向けの相談窓口
公益財団法人しまね国際センター（相談専用ダイヤル）

TEL：070-3774-9329

■運転免許証の有効期限延長
西部免許センター TEL：0855-23-7900

■消費生活相談（災害に便乗した悪徳商法等について）

県消費者センター石見地区相談室
TEL：0856-23-3657

総合相談窓口
政策企画課
0855－52－7925

り災証明の発行
総務課
0855－52－7927

被災者生活再建支援制度
社会福祉課
0855－52－7938

住宅の応急修理 建築住宅課
0855－52－7490市営住宅の提供

ゴミの処理
市民生活課
0855－52－7936

家屋の消毒
健康医療対策課
0855－52－7935

災害義援金の受付
税務課
0855－52－7485

■江津市相談窓口教育 に 関 す る こ と

■奨学金や授業料の減免

●県立高校の授業料の減免、教科書・学用品の購入、入
学料、入学検定料の免除、寮費・PTA会費等の支援

●県立特別支援学校
教科書・学用品の購入、寮費・PTA会費等の支援

●私立学校
授業料などの減免、教科書等と諸費・学用品費助成、
入学料、入学検定料、寮費等の免除
※上記については、在学中の学校にお問合せください

●高等学校奨学金
島根県育英会 TEL：0852－28－1981

●公立学校法人島根県立大学の奨学金、授業料減免
県立大学（浜田） TEL：0855－24－2202

（出雲） TEL：0853－20－0200
（松江） TEL：0852－26－5525

７月16日、いち早く丸山
達也知事が被災現場を視察。
山下修江津市長ともに被災
状況を説明。迅速に補正予
算の専決処分につながりま
した。

公明党の斉藤鉄夫幹事長、桝
屋敬悟衆院議員、谷合正明参
院議員、公明党県議団の被災
現場視察に同行。川越地区と
川平地区の被災現場で浜田河
川国道事務所担当者から状況
の説明を受けました。

地元選出の青木一彦国土交通
副大臣、舞立昇治参院議員、
三浦靖参院議員の被災現場視
察に同行。国交省、島根県土
木部関係者も多数随行してお
り、早急な治水対策を要望。

日本共産党の大平よしのぶ前
衆院議員、共産党県議団らに
よる山下市長への要望に同席。
党派を超えて災害復旧と対策
に取り組んでいくことを確認
しました。


